
出
入
国
管
理
法
改
正
に
伴
う 

外
国
人
雇
用
の
留
意
点 

 

平
成
２
１
年
７
月
１
５
日
に
改
正
出
入
国
管
理
法
が
公
布
さ
れ
、

そ
の
内
容
の
多
く
が
今
年
の
７
月
１
日
か
ら
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
出

入
国
管
理
法
の
改
正
の
う
ち
、
会
社
が
外
国
人
を
雇
用
す
る
場
合

に
知
っ
て
お
く
べ
き
内
容
を
概
説
し
ま
す
。 

 

●
外
国
人
を
雇
用
す
る
場
合
の
前
提 

 

外
国
人
が
日
本
に
入
国
す
る
場
合
、
必
ず
入
国
の
目
的
に
あ
っ
た

「在
留
資
格
」と
「在
留
期
間
」が
定
め
ら
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
在

留
資
格
の
範
囲
外
の
活
動
を
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
在
留
期
間
を

過
ぎ
て
滞
在
す
る
と
不
法
滞
在
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

 

【在
留
資
格
の
種
類
】 

在
留
資
格
に
定
め
ら
れ
て
い
る
範
囲
を
超
え
た
就
労
や
、
在
留
期

間
を
過
ぎ
て
か
ら
行
わ
れ
た
就
労
は
す
べ
て
「不
法
就
労
」扱
い
と
な

り
、
上
記
の
確
認
を
怠
っ
た
こ
と
に
よ
り
不
法
就
労
を
さ
せ
た
事
業

主
に
対
し
て
は
、
「不
法
就
労
助
長
罪
」と
し
て
「３
年
以
下
の
懲
役

も
し
く
は
３
０
０
万
円
以
下
の
罰
金
又
は
併
科
」が
科
さ
れ
ま
す
。 

●
主
な
改
正
の
内
容 

（１
）新
た
な
在
留
管
理
制
度
の
導
入
（Ｈ
２
４
．
７
施
行
予
定
） 

①
こ
れ
ま
で
「入
管
法
」に
基
づ
き
入
国
管
理
局
等
が
行
っ
て
い
た
業

務
と
「外
国
人
登
録
法
」に
基
づ
き
市
区
町
村
が
行
っ
て
い
た
業
務

を
、
法
務
省
で
ま
と
め
て
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

②
具
体
的
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
デ
ー
タ
を
一
本
化
し
た
「在
留
カ
ー

ド
」が
交
付
さ
れ
ま
す
。 

③
在
留
期
間
の
上
限
が
「３
年
」か
ら
「５
年
」に
伸
び
る
予
定
な
の
で
、

会
社
と
し
て
は
外
国
人
労
働
者
を
長
期
間
に
わ
た
り
雇
用
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

（２
）特
別
永
住
者
証
明
書
の
交
付
（Ｈ
２
４
．
７
施
行
予
定
） 

特
別
永
住
者
に
つ
い
て
は
，
①
の
新
た
な
在
留
管
理
制
度
の
対
象

と
な
ら
ず
、
新
制
度
の
導
入
に
よ
っ
て
外
国
人
登
録
証
明
書
も
廃
止

さ
れ
る
た
め
、
同
様
の
証
明
書
と
し
て
法
務
大
臣
が
「特
別
永
住
者

証
明
書
」を
交
付
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。 

（３
）研
修
・技
能
実
習
制
度
の
見
直
し
（Ｈ
２
２
．
７
．
１
施
行
） 

研
修
生
・技
能
実
習
生
の
保
護
を
強
化
す
る
た
め
、
新
た
な
在
留

資
格
と
し
て
「技
能
実
習
」が
設
け
ら
れ
ま
す
。 

（４
）「留
学
」と
「就
学
」の
一
本
化
（Ｈ
２
２
．
７
．
１
施
行
） 

①
大
学
、
短
大
等
の
学
生
が
対
象
と
な
る
「留
学
」と
、
高
等
学
校
、

各
種
学
校
等
の
学
生
が
対
象
と
な
る
「就
学
」の
区
分
を
な
く
し
、

「留
学
」の
在
留
資
格
に
一
本
化
し
ま
す
。 

②
こ
れ
に
よ
り
、
「就
学
」だ
っ
た
留
学
生
の
資
格
外
活
動
の
時
間
が

長
く
な
り
ま
す
。 

（５
）新
た
な
退
去
強
制
事
由
の
追
加
（Ｈ
２
２
．
７
．
１
施
行
） 

新
た
な
退
去
強
制
事
由
と
し
て
，
次
の
も
の
が
加
わ
り
ま
す
。 

①
他
の
外
国
人
に
不
正
に
上
陸
許
可
を
さ
せ
る
目
的
で
、
偽
変
造

文
書
の
作
成
等
を
教
唆
・幇
助
す
る
行
為
を
し
た
場
合 

②
不
法
就
労
を
助
長
す
る
行
為
を
し
た
場
合 

③
資
格
外
活
動
の
罪
に
よ
り
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合 

●
新
し
い
研
修
・技
能
実
習
制
度
の
概
要 

こ
れ
ま
で
の
制
度
で
は
、
研
修
生
・技
能
実
習
生
に
十
分
な
賃
金

が
支
払
わ
れ
な
い
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
た
め
、
現
行
の
在
留
資
格
で
あ

る
「研
修
」と
は
別
に
、
新
た
な
在
留
資
格
と
し
て
「技
能
実
習
」が
創

設
さ
れ
ま
し
た
。 

 

   
  

          
 

●
技
能
実
習
期
間
に
お
け
る
留
意
点 

①
こ
れ
ま
で
は
２
年
目
か
ら
労
働
関
係
法
令
が
適
用
さ
れ
て
い
ま
し

た
が
、
新
制
度
で
は
１
～
２
カ
月
の
「講
習
」が
終
わ
っ
た
時
点
か

ら
適
用
さ
れ
、
通
常
の
労
働
者
を
雇
用
す
る
時
と
同
様
の
取
り

扱
い
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

②
労
災
保
険
は
、
技
能
実
習
生
を
受
け
入
れ
た
時
点
か
ら
適
用
と 

な
り
ま
す
。 

③
雇
用
保
険
、
健
康
保
険
お
よ
び
厚
生
年
金
保
険
に
つ
い
て
は
、
講

習
が
終
わ
っ
た
時
点
か
ら
通
常
の
労
働
者
と
同
様
の
基
準
で
判
断

さ
れ
ま
す
。 

 

赤
井
労
務
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
事
務
所 

社
会
保
険
労
務
士 

赤
井
孝
文 
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③ ② ① 

原
則
と
し
て
就
労
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
在
留
資
格

（「留
学
」「短
期
滞
在
」な
ど
） 

※
改
正
に
よ
り
、
「留
学
」と
「就
学
」が
７
月
１
日
か

ら
一
本
化
さ
れ
、
全
部
で
５
種
類
に
な
り
ま
す
。 

就
労
活
動
に
制
限
が
な
い
在
留
資
格
（「永
住
者
」「日

本
人
の
配
偶
者
等
」な
ど
全
部
で
４
種
類
） 

在
留
資
格
に
定
め
ら
れ
た
範
囲
で
の
み
就
労
が
可
能
な

在
留
資
格
（「外
交
」「技
術
」な
ど
） 

※
「技
能
実
習
」が
７
月
１
日
か
ら
新
設
さ
れ
、
全
部

で
１
８
種
類
に
な
り
ま
す
。 

①技能実習1号 

（前半1年間） 
「講習による知識修得活動」および 

「雇用契約に基づく技能等修得活動」 

②技能実習2号 

（後半2年間） 

技能実習１号で技能等を修得した者 

が、さらに習熟するために雇用契約に 

基づいて修得した技能等を要する業 

務に従事する活動 

【技能実習の期間と内容】 


